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　身
体
や
精
神
に
障
害
を
持
つ
人
は
、
申
請

し
て
該
当
に
な
る
と
、
軽
自
動
車
税
の
負
担

が
免
除
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
時
期

　
納
税
通
知
書
が
届
い
た
後
、

納
期
限
の
7
日
前
ま
で

▼
申
請
に
必
要
な
書
類

　身
体
障
害
者
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
・
療
育
手

帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
、

運
転
免
許
証
（
本
人
ま
た
は
生
計
を
と
も
に

す
る
人
の
も
の
）、
印
鑑
、
納
税
通
知
書

※
普
通
自
動
車
税
の
減
免
は
、
館
林
行
政
県

税
事
務
所
（
Ｇ
72

－

４
４
６
１
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
先

　
役
場
税
務
課

Ｇ
47

－

５
０
１
３

税金

申
請
期
限
内
に
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

●

●
●
●
●
●

　70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
が
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、

軽
減
特
例
措
置
に
よ
り
１
割
負
担
と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
は

次
の
通
り
変
更
に
な
り
ま
す
。

※
前
年
度
（
平
成
25
年
度
）
の
収
入
に
よ
り
、

3
割
負
担
の
人
は
除
き
ま
す
。

▼
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
1
割

4
月
2
日
ま
で
に
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

人
（
昭
和
19
年
4
月
1
日
生
ま
れ
ま
で
）

▼
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
２
割

4
月
2
日
以
降
に
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

人
（
昭
和
19
年
4
月
2
日
生
ま
れ
以
降
）

※
70
歳
の
誕
生
月
の
翌
月
（
た
だ
し
各
月
1

日
が
誕
生
日
の
人
は
そ
の
月
）
の
診
療
か
ら

窓
口
負
担
が
2
割
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47

－

５
０
２
０

※
医
療
機
関
受
診
の
際
は
国
民
健
康
保
険
証
と

高
齢
受
給
者
証
２
枚
の
提
示
が
必
要
で
す
。

国保

70
歳
か
ら
74
歳
の
人
の
医
療
費
に
つ
い
て

負
担
割
合
が
段
階
的
に
見
直
さ
れ
ま
す

●

●
●
●
●
●

　平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料
率
が
決
ま
り

ま
し
た
。
群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、
保
険
料
を
決
め
る
基
準
（
所
得
割

率
・
均
等
割
額
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料
率

が
、
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

▼
保
険
料
率
変
更

所
得
割
率

　８
・
60
％
（
変
更
前
８
・
48
％
）

均
等
割
額

　４
万
３
、６
０
０
円

（
変
更
前
４
万
２
、７
０
０
円
）

年
間
保
険
料
上
限
額

　57
万
円

（
変
更
前
55
万
円
）

※
こ
の
変
更
は
、
高
齢
者
一
人
あ
た
り
の
医

療
費
の
増
加
に
伴
う
も
の
で
す
。

▼
問
合
先

　役
場
住
民
課
Ｇ
47

－

５
０
２
０

役
場
税
務
課
Ｇ
47

－

５
０
１
３

保険料

高
齢
者
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
の
増
加
に
伴
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

●

●
●
●
●
●

　荒
井
明
さ
ん（
大
谷
端
宿
赤
東
・
31
区
）が
、

瑞
宝
双
光
章
を
受
章
し
ま
し
た
。
荒
井
さ
ん

は
、
昭
和
20
年
に
三
野
谷
村
国
民
学
校
（
三

野
谷
村
は
現
・
館
林
市
上
三
林
町
）
に
勤
務

し
て
以
来
、
40
年
に
わ
た
り
在
職
し
、
邑
楽

町
立
長
柄
小
学
校
長
な
ど
要
職
を
歴
任
。
児

童
・
生
徒
の
指
導
に
情
熱
を
傾
け
、
学
校
教

育
の
振
興
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
て
き
ま
し

た
。　荒

井
さ
ん
は
、「
受
章
の
喜
び
は
言
葉
に

な
ら
な
い
ほ
ど
う
れ
し
い
で
す
。
こ
れ
も
多

く
の
皆
様
の
お
陰
で
あ
り
、
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
88
歳
に
な
り
体
力
の
衰
え
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
町
へ
貢

献
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た
い
で
す
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

荒井明さん元長柄小学校長

受章

学
校
教
育
の
振
興
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た

荒
井
さ
ん
が
瑞
宝
双
光
章
を
受
章

●

●
●
●
●
●

※減免を受けようとする人
は、毎年の申請が必要とな
りますので、お忘れなく。
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　町
で
は
、緑
化
運
動
推
進
の
一
環
と
し
て
、

苗
木
の
無
料
配
布
を
行
い
ま
す
。
当
日
は
、

緑
の
羽
根
募
金
活
動
を
行
い
ま
す
の
で
、
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
期
日

　４
月
19
日
㊏

▼
時
間

　
午
前
10
時
～

▼
会
場

　
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
駐
車
場

▼
配
布

　
樹
木
苗

※
先
着
３
０
０
人
の
予
定
で
す
。

▼
問
合
先

　
役
場
農
業
振
興
課

Ｇ
47

－

５
０
２
７

緑の羽根募金活動にも
ぜひ、ご協力ください

配布

家
庭
の
緑
を
増
や
す
た
め
の
運
動

苗
木
の
無
料
配
布
を
行
い
ま
す

●

●
●
●
●
●

　ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
（
４
月
27
日
㊐

～
５
月
６
日
㊋
）
の
町
内
公
共
施
設
な
ど
の

休
館
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　５
月
５
日
㊊
の
こ
ど
も
の
日
は
、
小
・
中

学
生
の
入
場
は
無
料
で
す
。
ぜ
ひ
、皆
さ
ん

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
開
館
時
間

　
午
前
10
時
～
午
後
６
時

▼
問
合
先

　
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

Ｇ
88

－

８
６
８
６

シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

「
こ
ど
も
の
日
」の
特
別
事
業

施設名 休館・休業日

邑楽町公民館、長柄公民館、
ヤングプラザ、町民体育館

4 月28 日㈪
5 月 5 日㈪

町立図書館 4 月28日㈪・30日㈬
5 月 5 日㈪

あいあいセンター 通常通り

シンボルタワー 4 月28日㈪

福祉センター寿荘 4 月27日㈰・29日㈫
5 月３日㈯～６日㈫

お休み

公
共
施
設
・
あ
い
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
荘

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
の
休
館
日
と
休
業
日

●

●
●
●
●
●

　
町
で
は
、
左
表
の
日
程
で
狂
犬
病
予
防
注

射
を
行
い
ま
す
。
最
寄
り
の
実
施
場
所
、
ま

た
は
都
合
の
よ
い
日
か
ら
選
べ
ま
す
。

▼
接
種
費
用

（
平
成
７
年
以
降
に
登
録
し
た
犬
）

登
録
済
み
の
犬	
３
、４
０
０
円

（
新
し
く
飼
っ
た
犬
や
登
録
し
て
い
な
い
犬
）

未
登
録
の
犬	

６
、４
０
０
円

▼
問
合
先

　役
場
安
全
安
心
課

Ｇ
47

－

５
０
１
９

上記日程で都合がつかない場合は、邑楽館林地区の動物病院などで、
登録と注射を受けてください（別途、診察料がかかります）。

※愛犬には生涯 1 回の
登録と、年 1 回の狂犬
病予防注射が法律で義
務づけられています。

予防

飼
い
主
さ
ん
、今
年
も
忘
れ
ず
に

狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
行
い
ま
す

●

●
●
●
●
●

期
日

午前の部 午後の部
時間 会場 時間 会場

５
月
13
日
㊋

9:30 ～ 9:50 邑楽館林農協高島支所 13:30 ～ 13:50 石打こぶ観音
10:00 ～ 10:20 秋妻公民館 14:00 ～ 14:20 11 区公民館
10:30 ～ 10:45 一本木公民館
10:55 ～ 11:10 渋沼集荷場
11:20 ～ 11:40 石打公民館

５
月
14
日
㊌

9:30 ～ 10:00 邑楽町立集会所（新中野） 13:30 ～ 13:45 下中野区民館
10:15 ～ 10:30 光善寺公民館 14:00 ～ 14:30 鶉区民館
10:45 ～ 11:15 明野公民館
11:30 ～ 11:45 鶉新田集会所

５
月
15
日
㊍

9:30 ～ 10:00 前原公民館 13:30 ～ 13:50 坪谷稲荷神社
10:15 ～ 10:35 大信寺 14:05 ～ 14:25 中島集会所
10:50 ～ 11:10 馬場大林集会所
11:25 ～ 11:40 西ノ根集会所

５
月
16
日
㊎

9:30 ～ 10:00 町民体育館 13:30 ～ 13:50 赤堀転作促進集落センター
10:15 ～ 10:30 十三軒集落センター 14:05 ～ 14:25 開拓公民館
10:45 ～ 11:05 狸塚総合研修センター
11:20 ～ 11:35 十軒集会所

５
月
17
日
㊏

9:30 ～ 11:30 旧役場庁舎跡地 
（中野小学校隣り）


